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福岡北ロータリークラブ  2019～2020 年度 

 

   

                                                   2020/5/26 

会員 各位 

                                  幹事 前田恒善 

       例会再開についてのお知らせ 

 

 拝啓 

 福岡県に対して発令されていた COVID-19 による緊急事態宣言の解除を受け、

ちらほらと喪われた日常への回帰の動きが見られるようになって参りました今日

この頃です。とはいえ、未だ有効なワクチン開発には至っておらず、事態の終息に

はほど遠いのも現状です。専門家は、秋口以降の「第２波」の到来に警鐘を鳴らし

ています。 

 さて、５月２２日開催の臨時理事会において、６月５日（金）より例会を再開す

ることが決定されました。 

 とはいえ、如上の情況下での開催ですので、６月中の例会につきましては、別紙

の要領にて行いますことをご承知おきください。 

                                  敬具 
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（別紙開催要領） 

 

     事項                  要領       備考 

出欠確認 

 

 

 

例会開催の３日前までに事務局から照会のメール

ないしFAXを送信しますので、必ずご返信ください

。 

 

些かでも風邪の症状

がおありの方は、出

席を見合わされるよ

うお願いします。 

メークアップ 

 

 

 

不要です。 

 

 

 

理事会決定で6月中

は、例会規定の適用

免除となりました。 

会場 

 

従前のとおり、「アイリス」（３階）または「鶴

の間」（４階）です。 

 

 

受付時間 

 

 

従前のとおりです。 

 

 

受付には飛沫防止ス

クリーンを設置しま

す。 

テーブル配置 長テーブルで、スクール形式となります。  

着席場所 

 

 

指定はありません（入場順に空いている座席にお

座りください。）。 

 

入場の際には必ずマ

スクを着用されるよ

うお願いします。 

食事 

 

 

 

 

12時20分頃から提供が開始されます。ご着席にな

り次第、食事を始めてください。 

 

 

 

食事中の会話はお控

えください。食事終

了後には再度、マス

クの着用をお願いし

ます。 

開会点鐘 従前のとおり、12時30分です。  

ロータリーソング 歌唱しません。  

例会次第 

 

会長・幹事報告及び委員会報告等で、卓話はあり

ません。 

6月の誕生祝いは行

います。 

閉会点鐘 

 

 

 

 

13時6分 

 

 

 

 

例会成立要件（標準

ロータリークラブ定

款10条第1節（a））

の「60％ルール」に

依拠したものです。 

 


